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水道事業の統合に関する基本協定案について 

水道広域連携推進担当 

１ 要 旨 

  令和２年６月に策定した「広島県水道広域連携推進方針」（以下「推進方針」という。）

に基づき，市町と意見交換しながら，令和３年４月締結予定の「広島県における水道事業

の統合に関する基本協定」（以下「基本協定」という。）の案を作成した。 

 

２ 基本協定案の概要 

主な項目 主な内容 

統合の目的 
（第１条） 

〇 健全な経営基盤を確立し，地方公共団体の責務として，将来にわた

り，安全・安心な水を適切な料金で安定供給できる水道システムを構

築する。 

定義 
（第２条） 

〇 統合する水道事業とは，統合に賛同する市町と県（以下「構成団体」

という。）が経営する次の事業とする。 

・水道法に規定する水道事業，簡易水道事業，水道用水供給事業 

・工業用水道事業法に規定する工業用水道事業 

統合の時期 
（第３条） 

〇 令和５年４月１日を目途 

統合の方法 
（第４条） 

〇 現行の事業ごとに経理を区分し別料金とする経営統合 

経営の主体 
（第５条） 

〇 地方公営企業法の規定による企業団（一部事務組合又は広域連合）   

運営体制 
（第６条） 

〇 事業開始時の運営体制は，地方自治法の規定により，構成団体が企

業団へ職員を派遣することで，これを維持する。 

資産等 
（第７条） 

〇 構成団体が水道事業の用に供している資産，負債及び資本は，企業

団に無償で引継 

〇 剰余金等の資金は，現行の事業ごとに区分管理し，他事業に流用し

ない。 

準備協議会 
（第８条） 

〇 令和３年４月を目途に，構成団体の各首長を構成員とする企業団の

設立を検討・準備するための協議会（以下「準備協議会」という。）

を設置 

〇 構成団体は，統合への参画が困難と判断した場合は，準備協議会を

脱退することができる。 

統合の事業計画 
（第９条） 

〇 統合の事業計画は，準備協議会において，推進方針及び基本協定に

基づき，調整事項について検討を行い，策定 
 

※ 詳細は，別紙「広島県における水道事業の統合に関する基本協定（案）」のとおり。 

なお，市町から意見のあった，企業団議会の定数配分，料金改定等の重要事項を決定す

る際の市町との協議の仕組などについては，来年度以降，準備協議会において整理する。 
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３ 今後の進め方 

○ 統合に参画する市町と，令和３年４月の基本協定締結及び準備協議会の設置に向けた

準備を進める。 

○ また，統合以外の連携を選択した市町とは，来年度以降，研修の共同実施などの具体

的な連携方策について検討を進める。 

 

〔準備協議会の運営等〕 

   基本協定に基づき，企業団の組織運営や事業計画等の検討，企業団設立の準備等を

行う協議会を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔統合に向けたロードマップ〕 

統合に参画する市町と県において，令和４年 11月に企業団設立，令和５年４月に 

事業開始に向けて取り組む。 

 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

全 体 

  

 

 

準備協議会 

運   営 

 

 

  

 

４ 参考 

○ 現時点において，統合への参画判断の回答があった市町は，８市町である。 

 

 〔市町の回答状況〕           令和２年 12月末現在 

統合への参画 府中市，安芸高田市，北広島町，世羅町 

統合以外の連携 広島市，呉市，尾道市，福山市 

 

 

広島県水道企業団設立準備協議会（仮称） 

[事務局] 

幹事会 

（水道部局長等） 

準備協議会 

（首長） 

県企業局 

＜担当事務＞ 
 ・企業団の組織運営に関すること 
・企業団の事業計画に関すること 
・企業団設立準備に関すること 等 

 
＜開催回数＞ 
 ・４回程度（原則，公開とする） 

 
※幹事会（随時開催） 
 ・協議会の指示事項について検討・協議 
 
※運営費・企業団設立準備費 
・参画する市町と県で費用負担 

企
業
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設
立 
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案 

 
 

（
７
月
） 

企業団設立準備 

（事業計画，組織・管理体制， 
住民周知等） 

企業団設立 
国許可申請 

水道事業 
国認可申請， 
各業務の 

引継ぎ等 
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広島県における水道事業の統合に関する基本協定（案） 

 

 

広島県，○○市，・・・（市町名列挙）・・・及び○○町（以下「構成団体」という。）

は，水道事業の統合について，次のとおり基本協定を締結する。 

 

（統合の目的）  

第１条 健全な経営基盤を確立し，地方公共団体の責務として，将来にわたり，安全・

安心な水を適切な料金で安定供給できる水道システムを構築することを統合の目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この基本協定において，統合する水道事業とは，構成団体が経営する事業の

うち，次の各号に掲げる事業をいう。 

 ⑴ 水道法第３条第２項に規定する水道事業 

⑵ 水道法第３条第３項に規定する簡易水道事業 

 ⑶ 水道法第３条第４項に規定する水道用水供給事業 

 ⑷ 工業用水道事業法第２条第４項に規定する工業用水道事業 

 

（統合の時期） 

第３条 水道事業の統合の時期は，令和５年４月１日を目途とする。 

 

（統合の方法） 

第４条 水道事業の統合の方法は，現行の事業ごとに経理を区分し別料金とする経営

統合によるものとする。 

  

（経営の主体） 

第５条 経営の主体は，地方公営企業法第 39 条の２の規定による企業団又は広域連

合企業団（以下「企業団」という。）とする。 

 

（運営体制） 

第６条 事業開始時の運営体制は，地方自治法第 292 条において準用する同法第 252

条の 17 第１項の規定により，構成団体が企業団へ職員を派遣することで，これを

維持する。 

 

（資産等） 

第７条 構成団体が水道事業の用に供している資産，負債及び資本は，企業団に無償

で引き継ぐものとする。 

２ 剰余金等の資金は，現行の事業ごとに区分管理し，他事業に流用しないものとす

る。ただし，貸付の場合は，この限りでない。 

 

 

別 紙 
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（準備協議会） 

第８条 構成団体は，水道事業の統合に向けた検討及び準備を円滑に行うため，令和

３年４月を目途に，構成団体の各首長を構成員とする企業団の設立を検討及び準備

するための協議会（以下「準備協議会」という。）を設置する。 

２ 準備協議会の会議は，原則として，公開により行うものとする。 

３ 準備協議会の事務局は，広島県企業局内に設置する。 

４ 構成団体は，準備協議会の運営に必要となる経費を負担するものとする。 

５ 構成団体は，統合への参画が困難と判断した場合は，準備協議会を脱退すること

ができる。 

６ 構成団体は，前項の規定により準備協議会を脱退する場合は，原則として，準備

協議会で負担した経費については，返還請求できないものとする。 

 

（統合の事業計画） 

第９条 統合の事業計画は，準備協議会において，広島県水道広域連携推進方針及び

本協定に基づき，別紙記載の調整事項について検討を行い，策定するものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは，構

成団体が協議して定めるものとする。 

 

 

 この協定の証として，本書○○通を作成し，各自１通を保有する。 

 

 

令和３年○月○日 

 

 

広島市中区基町 10番 52号 

広島県知事  湯 﨑  英 彦 

              

      ○○市○○ 

      ○○市長   ○ ○   ○ ○ 

 

     ○○郡○○町○○ 

      ○○町長   ○ ○   ○ ○ 

                   

                             ・・・ 

（市町長名列挙） 
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別紙（第９条関係） 

 

広島県における水道事業の統合に関する調整事項 

 

区 分 調整事項 

組織・職員 組織 ・運営組織，執行機関，事務局，議会，監査委員，

苦情処理，附属機関 

職員 ・職員定数，職員の身分，給与，退職手当，勤務

条件，社会保険，福利厚生 

業務運営 企画総務業務 ・条例・規程，文書事務，任用，人事評価，職員

研修，公務災害補償，安全衛生，労使協定，予

算・決算，収入・支出，出納取扱金融機関，収

納取扱金融機関，入札・契約（物品，役務），庁

舎等の使用，物品管理，貯蔵品管理，固定資産

管理，経営計画，水道統計，決算統計，事業年

報，広報，情報公開，個人情報保護，内部統制 

営業業務 ・窓口，給水受付，検針，調定，収納，滞納整理，

水道料金 

給水装置業務 ・窓口，構造・材質の基準，給水装置工事，加入

負担金，設計審査手数料，工事検査手数料，指

定給水装置工事事業者の指定，水道メーター管

理 

運転監視・保全

業務 

・取水施設，浄水施設，送配水施設，管路 

水質検査業務 ・水質検査，水安全計画，水質検査計画 

危機管理 ・防災計画，事故マニュアル，業務継続計画，緊

急時応援協定，応急資機材 

情報システム ・セキュリティポリシー，ネットワーク，ＰＣ端

末，グループウェア，ホームページ，各種シス

テム 

施設整備 ・工事管理，入札・契約（測量設計，工事），アセ

ットマネジメント，施設の再編整備，水道未普

及地域の整備 

財政運営 財政方針 ・会計，財政規律，国交付金，一般会計繰入金 

受水費 ・受水費の取扱い 

資産等 ・資産等の取扱い 

その他 ・簡易水道事業・公営小規模水道（給水人口 100 人

以下）・下水道事業の取扱い 

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

・準備協議会設置後の参画希望市町に対する参画

に必要な条件 

※ 上記のほか，必要な調整事項について検討を行う。 
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調整事項の主な調整方向について 
 
○ 今後，調整方向（現時点での県の考え方）をもとに，準備協議会で具体的な検討・

調整を行う。 
 

調整事項 主な調整方向（現時点での県の考え方）  

組
織
・
職
員 

執行機関 ○企業長は，構成団体の首長から互選で選出 

事務局 ○企業団本部は，令和４年 11月に広島市内に設置 

○現地機関は，令和５年４月に各構成団体に設置。また，事業開始後，
段階的に見直し 

議会 ○構成団体の議員又は首長をもって，企業団議会を置く 

職員定数 ○設立当初は，現行の職員定数を維持 

○現地機関の見直しなど組織改編にあわせ，順次，職員定数を見直し 

職員の身分 ○設立当初は，構成団体が企業団に職員を派遣することにより対応 

○企業団職員の採用や採用開始時期は，今後検討  

業
務
運
営 

窓口 ○事業開始時は，外部委託も含め，構成団体の現行の窓口体制を維持 

○住民及び事業者の利便性の確保を前提に，窓口を順次，見直し 

営業 

給水装置 

運転監視・保全 

水質検査 

○事業開始時は，構成団体の現行の運用を維持 

○構成団体等の例を参考に，各業務の運用ルールを策定し，水道料金
等システムの稼働にあわせて，令和８年度（４年目）を目途に運用
開始 

水道料金 ○構成団体の現行の料金体系や減免制度を引き継ぐ 

○損失や資金不足が恒常的に見込まれる場合は，当該構成団体と協議
の上，料金改定を実施 

○構成団体の事情により料金改定が困難な場合，当該構成団体が一般
会計繰出金などにより補填 

○令和 14 年度（10 年目）を目途に，これまでの経営実績や今後の経
営見通しを踏まえ，料金統一の可能性を改めて検討 

防災計画 ○構成団体等の現行計画やマニュアルを参考に策定 

施設整備 ○広島県水道広域連携推進方針を基に，構成団体の意向を踏まえ，事
業開始から 10年間の施設の統廃合や更新の実施計画を策定し，実施 

財
政
運
営 

会計 ○令和 14 年度（10 年目）を目途に，これまでの経営実績や今後の経
営見通しを踏まえ，会計の一本化の可能性について改めて検討 

一般会計繰入金 ○構成団体は，当分の間，従前から負担している繰入金は継続して繰
り入れることを基本に検討 

○国の地方公営企業繰出基準に基づく繰入については，可能な限り繰
り入れることとし，具体的な内容を各構成団体の財政当局等と調整 

受水費 ○水道用水供給事業の統合効果を財源に，構成団体の受水費を減額 

そ
の
他 

下水道事業の 
取扱い 

○企業団に移管しない 

○ただし，構成団体の希望により，現在，構成団体の水道事業が下水
道事業から受託している業務を継続して受託 

その他 ○準備協議会設置後に参画を希望する市町に対しては，参画までに要
した費用について応分の負担を求めるなど必要な条件を附す 

 

参 考 


